
船舶事故調査報告書 

令和８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年８月２４日 １３時００分頃 

発生場所 東京都江戸川区葛西
か さ い

臨海公園南方沖（旧江戸川河口付近） 

 浦安沖灯標から真方位３００°１.６海里付近 

 （概位 北緯３５°３７.５′ 東経１３９°５２.０′） 

事故の概要  プレジャーヨットTAZU
タ ズ

は、帆走によって西進中、浅瀬に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和７年９月８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット TAZU、０.２トン 

２５０－４２６３３東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 船底外板に破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.８ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、クルージング

を終え、帆走で東京都江東区所在のマリーナ（以下「本件マリーナ」

という。）に向けて帰航していた。 

 水面から本船センターキール下端までの垂直距離は約３ｍであっ

た。 

 船長は後部甲板上でメインセール（風を受けて前進推力とするため

の帆）の操作に意識を集中しながら、旧江戸川河口付近で本船を帆走

によって西進させていた。 

船長は、操船中、船体に衝撃を受けて本船が停止したので、本船が

浅瀬に乗り揚げたことに気付いた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生場所概略図（海図Ｗ１０６１）部分 

 

 船長は、自力での航行を断念してボートレスキューサービス（ＢＡ

Ｎ：Boat Assistance Network）に救助を要請し、ＢＡＮ担当者は本

件マリーナに連絡した。 

 船長は、同乗者と共に、来援した本件マリーナのプレジャーボート

に救助された。 

 本船は、浅瀬から引き出され、台船に乗せられて本件マリーナに戻

された。 

 船長は、事故発生場所付近の航行経験が豊富であったが、出航前に

航行予定海域の水路調査を行っていなかった。 

 船長は、事故発生場所付近の浅瀬の存在を知っていたが、範囲及び

水深を正確に把握しておらず、本事故当日の潮汐の状況も確認してい

なかった。 

 本船は、ＧＰＳプロッター等の航海計器を装備していなかった。 

 運輸安全委員会の船舶事故ハザードマップ*1には、本事故発生場所

付近に次のとおり注意喚起情報が掲載されている。 

 荒川河口付近では乗揚事故に注意 

 荒川河口付近には、浅瀬が多く多数の乗揚事故が発生している。 

 荒川河口を航行する場合は、海図等で事前に水路調査を行い安全に

航行可能な水路を航行すること。 

分析  本船は、帆走によって旧江戸川河口付近を西進中、船長が、出航前

に航行予定海域の水路調査を行っていなかったことから、浅瀬に接近

していることに気付かず、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

 
*1 「船舶事故ハザードマップ」とは、船舶事故や航行安全に関する情報を世界地図上に表示させる運輸安全委員

会によるインターネットサービスをいう。URL: https://jtsb.mlit.go.jp/hazardmap/ 



 船長は、浅瀬の存在を知っていたが、範囲及び水深を正確に把握し

ておらず、本事故当日の潮汐の状況も確認していなかったものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、帆走により旧江戸川河口付近を西進中、船長

が、出航前に航行予定海域の水路調査を行っていなかったため、浅瀬

に接近していることに気付かず、浅瀬に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・プレジャーヨットの船長は、慣れた海域を航行する場合であって

も、セールの操作のみに意識を集中し過ぎず、正確な浅瀬の範囲

及び水深の把握及び潮汐の状況を確認しながら操船すること。 

 ・プレジャーヨットの船長は、船舶の往来や自船の喫水を踏まえ、

帆走する海域を選択すること。 

 


